
　杉並区議会は、議会運営や議員活動の

ルールを定め、議会の責任と役割を区民の

皆さんに、分かりやすくお示しするため、

杉並区議会基本条例を令和４年３月に制定

しました。区議会の役割と基本条例の一部

をお知らせします。

区議会では、区民の皆さんが選挙で選んだ48名（定数）の議員が、区民の様々な声をもとに議論し、
杉並区の予算や条例など身近な生活にかかわる大事なことを決定しています。

●条例第13条第1項（議決）
　議会は、（地方自治）法第96条第１項の規定に基づき、条例の制定改廃、予算、決算の認定その
他の事件を議決しなければなりません。

区議会の基本ルールを決めました！

主 な 区 議 会 の 役 割

税金の使い道を
決めること
令和４年度一般会計
2,026億円

公共施設の建築や用地購入
• 学校や区民施設を建築する
　工事契約（１億５千万円以上）　　
• 必要な用地購入（４千万円以上

ルールを作ること
• 子どもの手当、介護の
　保険料、税金やまち
　づくりの条例など

区民の皆さんの声を生かす仕組みはウラ面へ

～ 杉 並 区 議 会 基 本 条 例 を 制 定 ～

議会が、これら区の大事な決定に責任があることを基本条例で明記しています。
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千㎡以上）で５



●条例第８条（区民との関係）
　議会は、区民の多様な意見を
把握し、議会活動に反映させる
とともに、区民が議会活動に参
加する機会の充実に努めるもの
とします。

●条例第12条（区長等との関係）
　議会は、区長、教育委員会その
他の執行機関（以下「区長等」と
いう。）に対し、区の議事機関と
しての役割を果たさなければな
りません。

区民の声を様々な方法で区議会は把握し、区長等の仕事を議論を通じてチェックし、車の両輪に
例えられるように、それぞれ独立した立場から区民生活の向上に努めています。

 区 民 の 皆 さ ん の 声 を 生 か す 仕 組 み  

区 長等区議会

区 議 会 か ら の お 知 ら せ

区 民

杉並区議会基本条例の
全文・解説はこちら！

条例や予算などの提案
（議案の提出）

議決（議案の賛否・修正）
仕事のチェック、評価 

杉並区議会基本条例の全文及び
解説を、区議会ホー
ムページに掲載し
ています。ぜひご覧
ください。

議会情報はホームページ、
区議会だよりで！

会議のお知らせや、議決の結果
については、区議会
ホームページ、 区
議会だよりに掲載
しています。

議会ポスターの写真を
募集しています！

区議会では、年４回の定例会の
開催をお知らせす
るポスター用の人
物写真を随時募集
しています。

区政への要望
議員選挙
請願・陳情
議会の傍聴

区民意見の把握
議会の公開・
情報公開
広報活動など

区長選挙

行政サービス
の実施

議会が、区民の声を大切に
することを基本条例で明記
しています。

議会が、区長等の仕事を
チェックすることを基本条例
で明記しています。
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